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避難者通信第９６号

2021年 4月 11日
つなごう命の会会長・矢ヶ﨑克馬

皆々様、お元気でいらっしゃいますか？

この 13 日にも政府が東電の汚染水タンクに溜まっている「トリチウム＋様々な核種の汚
染水」を海洋投棄することを決定すると伝えられています｡

断じて許してはならないと思います｡

１ 政府は住民犠牲をやめなさい

（1） 放射性物質は健康危害では無いのか？

原発事故以来特に住民に被曝を強要する「原子力災害対策特措法」が猛威を振るっていま

す。

1ｍ Sv/年の規制値が 20mSv/年へ、放射性廃棄物基準 100Bq/kgが 8000Bq/kgへ！等々。
この規制値そのものが住民への被曝被害強制です。

「専門家」、「学識経験者」と政府は大キャンペーンを張りました。。

「笑っていれば放射能は通り過ぎていきます」、

「健康被害は一切ありません」、「小児甲状腺がんは原発事故と関係ありません」

「食べて応援」、

「100Bq/kg以下は安全」・・・。
放射線被曝の用語は社会的に抹殺され、代ってもっぱら「風評被害」。

コロナその他の災害疾病と正反対の対応です｡

何故でしょう？

住民を犠牲にして対処する典型例が「汚染水海洋投棄」です｡

（2） トリチウムは害がないというのは完璧な嘘です｡

エネルギーが小さいだけ高エネルギー放射線より密度の高い電離を行います｡

より危険なのです。

体内の DNA等と水素結合して「有機トリチウム」となり、危険は非常に高いのです｡
普通の水より重いので自由水（身体の中で自由に動ける水）と結合水（体内組織と結合し

た水）の交換の際に体内で濃縮されます｡

環境で蒸発するときもその場所で濃縮されます。

原発周辺の白血病の増加など、トリチウム被曝と考えられる病気が増加しています｡

（3） 政府の「希釈基準」は 1リットル当たり 6万ベクレルです。大変高いものです。
もちろん希釈したら海洋投棄しても良いシロモノではありません｡薄くても実害を生みま

す｡

海洋投棄すれば魚介類海藻類に濃縮され、それを食する生物を放射能化します｡
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風評被害では無く本物の被曝被害を生みます｡

もちろん市民には食材を選択する権利（人格権）がありますから、海産物は売れなくなり

ます｡これは危険物を避ける行為であり当たり前のことです。「風評被害」ではありませ

ん｡

海洋投棄は多面的な実害を生みます｡

（4） 海洋放出に対しては、経産省が行った公聴会や意見聴取会でも反対の声が多数寄せ

られました。

福島県内の自治体の決議、漁業団体の意思表示は「海洋投棄はダメ」です。

一般からの署名でも海洋放出反対の民意が示されています｡

（5） 風評被害ではありません。肝心なことは魚介類が放射線被曝をし、それを食する市

民が内部被曝をして健康被害を受けます｡

厚労省のデータから、2011 年～ 2017 年までの７年間に死亡の異常増加は 27 万人を数えま
す。

もうこれ以上住民への危害押しつけはこりごりです｡

（6） 日本も批准している「国連海洋法条約」では「いずれの国も、海洋環境を保護し及

び保全する義務を有する」（第 192条）。

２ 政府は責任もって住民と環境に危害を加えない方法を模索しなさい。

（1） 廃炉計画はなかなか進みません｡圧力容器内、格納容器内、さらにその下にデブリ

は展開します｡

デブリは猛烈な放射能を持っており、人を寄せ付けません｡最近２号炉３号炉の格納容器

天井のシールドプラグに建屋内の放射能の 3 割が付着していて毎時 6 ～ 7Sv というもの凄
い放射能があることが判明しました。メルトスルーした底部だけでなく天井にも「デブリ」

があり、人を寄せ付けません｡

廃炉作業が不可能なのです｡

高放射能は当初からわかりきったことなのでしたが、安上がりと「復興」を前提に現在の

「廃炉計画」がなされました。高放射能の炉内が今も海に空に開放されている状態です。

放射能の拡散防止は日本社会の地球に対する責任です。

「廃炉計画」は人と環境への放射能拡散を避けて、環境との接触を避ける「長期封じ込め」

を行い（石棺で封じ込め）放射能の低減を待つべきです。

実現もできない計画上で、デブリの処理施設のスペースを作るためにタンクを処分するの

では無く、デブリは長期間環境から隔離して放射能減衰させるという実際的措置を執るべ

きです｡

今はタンク自体を強化して汚染水を保存し、さらにタンクを増設するスペースを確保すべ

きです｡

（2）トリチウムを除去する技術が開発されています（ミクロな細管を通過させ温度処理
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する技術あるいは汚染水固化技術等など）。

政府は住民と環境を保護するためにちゃんと予算を投入し、トリチウム及び他の汚染核種

を除去すべきです｡

事故で放射能が拡散することは飽くまでアクシデントでしたが、人の行為として放射能を

環境に意図的に放出するようなモラル違反はすべきではありません。

３ 政府へ緊急抗議あるいは要請をする

汚染水の海洋投棄に反対する意思表示、あるいは、汚染水の海洋投棄をしないでください｡

という意思表示を電話あるいはファックスで行いましょう。抗議あるいは要請の意思表示

だけで良いです｡

・廃炉・汚染水対策ポータルサイト

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/
・資源エネルギー庁 原子力発電所事故収束対応室

電話：03-3580-3051、FAX：03-3580-0879
・内閣府 内閣府原子力委員会

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/mail/index.htm
御意見は FAXでも受け付けております。下記の宛先までお送りください。
FAX：03-3581-9828
・原子力規制委員会

https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/
・原子力規制庁監視情報課

〒 106-8450 東京都港区六本木 1丁目 9番 9号
電話番号： 03-5114-2125

●つなごう命の会学習会（ZOOM）●
日時：４月１７日（土）１５；００～ （ZOOM会議室オープンは１４：３０）
演目

（１）汚染水海洋投棄について

（２）東電事故に際し原子力災害対策特措法は以下に歪められたか

つなごう命の会 Zoom 会議室の URL
https://us04web.zoom.us/j/7718813361?pwd=UllnS21xQWRYOXRLNlZKNFRxN08xQT09
ミーティング ID: 771 881 3361、パスコード : D8R2Lt
※ご参加に際しては可能な限り事前に下記アドレスに通知してください。

phoenix.pmy@gmail.com

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/mail/index.htm
https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/
https://us04web.zoom.us/j/7718813361?pwd=UllnS21xQWRYOXRLNlZKNFRxN08xQT09

